
都市計画法第３２条に基づく協議申請書 

（都市政策課） 

  

都市計画法第３２条の規定により、新たに設置される公共施設について別紙協議書の

とおり協議を行いたく申請します。 

 

      年   月   日 

 

  足利市長 宛て 

 

住 所 

申 請 者 

氏 名                 

 

開発区域に含まれる 

地域の所在及び地番 

 

開 発 行 為 の 概 要 

開発区域の面積（㎡） 新たに設置される公共施設 

 

実測       ㎡ 

 

公簿       ㎡ 

種   類 面   積（㎡） 

  

予 定 建 築 物 

 

開発行為に関係があ 

る公共施設の管理者 

の同意の手続状況 

 

そ の 他 

 受 付 処 理 欄 



協 議 書 

 

  申請者                が、足利市   

 において施行する開発行為により新設される公共施設については、申請者と足利市長 

 との間に下記のとおり協議が成立した。 

 

       年   月   日 

 

    足 利 市 長                印 

 

                     住  所 

              申 請 者 

                     氏  名                印 

 

記 

 

  １ 新たに設置される公共施設の種類 

 

道 路 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡） 構 造 

区 域 内 道 路        

    

公 園 等 箇 所 種 類 面積（㎡） 施   設 

公 園 
    

緑 地 ・ 広 場 
    

緑     道 
    

そ の 他 

 

 

  ２ 新たに設置される公共施設については、市に帰属せず、申請者の責任において管理する。 


